
別 添 ７ 

 

○ 平 成 十 五 年 総 務 省 告 示 第 三 百 四 十 四 号 （ 外 国 の 無 線 局 の 無 線 設 備 が 電 波 法 第 三 章 に 定 め る 技 術 基 準 に 相 当 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る 事

実 を 定 め る 件 ） 新 旧 対 照 表  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

一 施 行 規 則 第 十 五 条 の 三 第 五 号 (4
)

、 (5
)

、 (1
2)

又 は (1
3)

に 規 定 す る

無 線 設 備 の 規 格 に 係 る 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲

げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 包 括 免 許 人 が 法 第

百 三 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 本 邦 内 に お い て 運 用 し よ う と す

る 外 国 の 無 線 局 の 無 線 設 備 が 当 該 各 規 定 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 相

当 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る と の 事 実 は 、 当 該 無 線 設 備 に 次 の 表 示

が 付 さ れ て い る も の で あ る こ と と す る 。 

一 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ）

第 十 五 条 の 三 第 五 号 (4
)

に 規 定 す る 無 線 設 備 の 規 格 に 係 る 特 定 無

線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限

る 。 以 下 同 じ 。 ） の 包 括 免 許 人 が 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百

三 十 一 号 ） 第 百 三 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 本 邦 内 に お い て 運

用 し よ う と す る 外 国 の 無 線 局 の 無 線 設 備 が 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二

十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 三 第 二 号

又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 四 第 七 項 若 し く は 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基

準 に 相 当 す る 技 術 基 準 に 適 合 す る と の 事 実 は 、 当 該 無 線 設 備 に 次

の 表 示 が 付 さ れ て い る も の で あ る こ と と す る 。 

(表 示) 

 

二 （ 略 ） 

(表 示) 

 

二 （ 略 ） 
 


